
厚生労働省 

「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 

第 2 回 検討会 議事次第 

 

日時：令和 7 年 9 月 12 日（金）14:00～17:00 

場所：株式会社三菱総合研究所 4 階 CR-A 及び web 会議 

 

議 事 

開 会  

１. 実現可能性調査・実態調査の結果報告 

２. 調査結果を踏まえた対応方針 

３. その他 

閉 会 

  

◆ 配布資料 ◆ 

 議事次第 

 設置要綱 

 委員名簿 

 資料１：実現可能性調査・実態調査結果報告 

 資料２：調査結果を踏まえた対応方針 

 参考資料１：指定申請等の標準的な業務フロー 

 参考資料２：エラーチェック機能の要望の整理 

 参考資料３：事業所等における Web 入力作業の負担軽減について 

 参考資料４：加算届出の Web フォーム入力について 

 参考資料５:新システムの利用対象自治体について 

 参考資料６:新システムでの国保連合会へのデータ連携・送信方法 

 参考資料７：新システムのヘルプデスクの体制について 

 参考資料８:新システムの画面イメージ（事業所・事業者側） 

 参考資料９:事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管

理システムを含む。）に係る共通化推進方針 

 参考資料 10: 実現可能性調査・実態調査全結果一覧 

※ ただし、参考資料 8 は委員配付のみ（非公開） 

以上 



事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業 

検討会 設置要綱 

 

１．設置目的 

 （株）三菱総合研究所は、事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた

調査・要件定義等委託事業（厚生労働省から（株）三菱総合研究所への委託業務。）

を実施するにあたり、事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向け、学識経

験者、自治体、関連団体等との協議を踏まえて、業務プロセスの整理、事務フロー・

データフロー・データセット・マスタそれぞれについて案の作成、要件定義書案等の

取りまとめを行うため、以下のとおり本事業の検討会（以下、「本検討会」という。）

を設置する。 

 

２．主な検討事項 

 ICTを活用した事業者・自治体間の障害福祉関係手続の効率化による負担軽減及び

報酬改定に伴うシステム改修の費用削減を目的として、全国共通システム（仮称）（以

下、「新システム」という。）の構築を予定している。新システムの構築に向けて以下

の事項について検討会での助言・意見を踏まえて検討を行う。 

（１）事業者・自治体における指定申請から報酬請求までの全体の業務フローを踏ま

えた各手続の標準的な業務プロセス 

（２）新システムにおける、事務フロー、データフロー（事務フロー間のデータの流

れ）、データセット、マスタ（各種業務の判断ロジック） 

（３）新システム構築に向けた要件定義書案 

 

３．本検討会の運営等 

（１）本検討会の運営は、（株）三菱総合研究所が行う。 

（２）本検討会の委員は別添の委員名簿のとおりとする。 

（３）本検討会の審議は原則非公開とする。 

 



厚生労働省 

「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 

第 2回 検討会 

 

委 員 名 簿 

 

＜委 員＞（敬称略・五十音順） 〇：座長 

〇 生田 正幸 関西学院大学大学院人間福祉研究科 非常勤講師 

 上野 睦子 東京都福祉局障害者施策推進部企画課 課長 

 牛島 奈応子 

一般社団法人全国介護事業者連盟障害福祉事業部会 役員 

障害福祉事業部会東京都支部 副支部長 

デコボコベース株式会社 取締役 

 江島 晃好 全国身体障害者施設協議会総務・広報委員会 副委員長 

 大谷 直樹 栃木県保健福祉部障害福祉課 主査 

 小澤 加代子 
公益社団法人国民健康保険中央会 

保健福祉部障害者総合支援課 係長 

 金本 昭彦 
保健医療福祉情報システム工業会 

保健福祉システム部会福祉システム委員会 委員長 

 鳫野  雪保 堺市健康福祉局障害福祉部 部長 

 久木元 司 公益財団法人日本知的障害者福祉協会 政策委員長 

 中島 三津男 金沢市福祉健康局障害福祉課 課長 

 

＜オブザーバー＞ 

佐々木 忠信 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 課長補佐 

小林 樹 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 給付管理係 係員 

磯谷 桂太郎 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 課長補佐 

  

＜事 務 局＞ 

株式会社三菱総合研究所 
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調査結果を踏まえた対応方針

資料2

202５ .9.12
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調査結果を踏まえた対応方針（1/3）
⚫ アンケート・ヒアリング結果を踏まえての対応方針を以下に示す。特に色付きセルの対応方針についてご意見を頂きたい。

テーマ 論点・課題
実態調査

結果
アンケート調査・ヒアリング結果（抜粋） 対応方針

1

新システ
ム上での
事前手続
の方法

事前準備（事前相談、事前審査、
事前協議）の方法は自治体によっ
て異なる。どのような方法で実施
していくか検討が必要。

結果②

• 「事前相談において、本申請とは異なる様式
を用いており、当該様式のみに含まれる項
目があるため、本申請の様式では対応でき
ない。」（自治体）

• 事前相談時に使用する独自様式はシステム上で提
出できる機能を備える。

結果② • 事前相談は支所等が実施している。割合は
都道府県が40.0%、政令市等で1.2%

• 外部機関での業務実施は全体の3.9%

• システムログインアカウントは１自治体で複数発行で
き、複数部署・支所に跨って利用可能。また、支所だ
けでなく、外郭団体に業務を委託している場合があ
り、新システムへの接続回線はLGWAN以外に、イン
ターネットVPNでも接続できるよう設計とする。

結果② • （都道府県のみ回答）新規事業所の開設にあ
た事業者が市区町村に意見を聞くことを求
めている都道府県は、53.3%であった。

• （都道府県のみ回答）事業所の指定について
の都道府県から管下の市区町村への意見聴
取を「実施している」と回答した自治体は
44.4%であった。

• 事業所が一般市区町村へ事前相談する際の手続の
電子化について、ご意見をいただきたい。

⇒参考資料1

1. 調査結果を踏まえた対応方針
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調査結果を踏まえた対応方針（2/3）

⚫ アンケート・ヒアリング結果を踏まえての対応方針を以下に示す。特に色付きセルの対応方針についてご意見を頂きたい。

テーマ 論点・課題 実態調査結果 アンケート調査・ヒアリング結果（抜粋） 対応方針

2

申請・届出
のWeb入
力フォー
ム対応

申請・届出のWebフォームにつ
いて、どのような機能を実装す
るか。

結果③

標準様式について、以下のような要望があった。（自
治体）
• 現行の標準様式だと、人員配置基準を満たすこと

の確認ができない。
• 付表の情報と他書類の情報との重複がある。

新システムでは標準様式の項目に沿って
入力項目を作成する。新システムに合わ
せて、厚労省側で標準様式の改定を検討
する。

結果④ 申請・届出機能への要望を参考資料２に整理した。

新システムではエラーチェック機能・事業
所の入力負担軽減に資する機能につい
て整理したのでご意見を頂きたい。
⇒参考資料2・３

3

加算届出
のWeb入
力フォー
ム対応

加算届出の入力について、Web
フォーム入力に対応させるか検
討が必要。

結果④

• 加算のWebフォーム入力については、報酬改定
年度のスケジュール上、全様式のWebフォーム化
は現実的でない。（現行ベンダ）

• 国保連側へ提供している項目のみの入力でも事
務負担軽減につながる。（自治体）

Webフォーム入力項目について事務局
案を作成したのでご意見を頂きたい。
⇒参考資料4

4

システム
の利用対
象者

現状想定する事業所台帳管理機
能の対象ユーザは、指定権者で
ある都道府県・政令市・中核市・
児童相談所設置市である。
新システムでは、特定相談支援事
業、障害児相談支援事業、地域生
活支援事業の指定を行っている
一般市区町村を利用対象者に含
めるか、検討が必要。

結果⑥

• 政令市・中核市以外への市町村へ権限移譲してい
るため、利用対象としてほしい。（自治体）

• 区市町村担当者も加算等の登録状況をウェブサ
イトで閲覧・出力可能にしてほしい。（自治体）

事務局案を作成したのでご意見を頂き
たい。⇒参考資料5

1. 調査結果を踏まえた対応方針
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調査結果を踏まえた対応方針（3/3）
⚫ アンケート・ヒアリング結果を踏まえての対応方針を以下に示す。特に色付きセルの対応方針についてご意見を頂きたい。

テーマ 論点・課題 実態調査結果 アンケート調査・ヒアリング結果（抜粋） 対応方針

5
その他要
望

共通化推進方針案の中で自治体
から新システムに対する要望がで
ている。新システムでどこまで対
応するか見当が必要。
Ex.災害時連絡先の追加、指導監
査システム等他システムとの連携、
欠格事項対象者の共通データベー
ス化

-

他システムとの連携について、以下のような要望が
あり（自治体）
・指定権者独自システムとの連携
・市の文書決裁システムとの連携
・情報公表システム、災害時情報共有システム
・厚労省統計
・保育士特定登録取消者管理システムの登録案内

中長期的には、要望を取り入れ、システム
の機能を拡大していきたいが、予算・開
発スケジュールの制約上、初期開発から
は外す方針としたい。

6

国保連合
会への
データ連
携・送信
方法

新システムから国保連合会への
データ連携・送信方法について検
討が必要。

結果⑦

・現行の運用方法と変更がないのであれば特段問題
はない。（国保中央会）
・現状はエラーリストをPDF化して都道府県で送った
ものを印刷し、管下の市町村に振り分けているが、新
システムでの対応を整理する必要がある。（国保中央
会）

データ連携・送信方法についての事務局
案を説明するのでご意見を頂きたい。⇒
参考資料6

7

新システ
ムへの移
行

現行の事業所台帳システムから新
システムへの移行の際のスケ
ジュールについて検討が必要。

結果⑧
・事務局の移行案については特段異論はなかったが、
早期のスケジュールの提示や移行経費について財源
は国で確保してほしいという意見が多かった。

第３回検討会で提示予定

8

新システ
ムの費用
負担

新システムの利用料について検討
が必要。

結果⑨

現行システムのコストは障害福祉サービスでは都道
府県・政令市等ともに「50～100万円未満」が最も
多く、障害児支援サービスでは 「10～50万円未満」
が最も多かった。

アンケート調査で指定権者側のコストを
把握した。こちらをベースに今後利用料
の考え方を検討していく。

９ 問合せ

新システムに関する事業者・事業
所からの問い合わせへの対応方
法について検討が必要。

結果⑩ ー

事務局から新システム運用時のヘルプデ
スク体制案を説明するのでご意見頂きた
い。
⇒参考資料７

1. 調査結果を踏まえた対応方針
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本検討会での論点（1/2）

⚫ 本検討会でご議論いただきたい論点を以下に示す。

テーマ 論点・課題 対応案

1

新システム上で
の事前手続の
方法

事前準備（事前相談、事前審査、事前協議）の方法は自治
体によって異なる。どのような方法で実施していくか検討
が必要。

事前準備のフロー・方法は自治体によって異なるため、以下の機
能のみシステム上実装する方針としたい。（システムを介さず、従
来の方法でも実施が可能とする）。
• 事前準備の段階で必要な様式・付表・添付書類をシステム上で

指定権者へ提出できる機能を実装する。
• 指定権者はシステム上で書類を出力・印刷し、事前面談時等で

利用可能とする。

2

申請・届出の
Web入力
フォーム対応

標準様式が定められている様式についてシステムのWeb
フォームで入力可能とする。
しかし、基準該当サービス、廃止・休止届出、再開届出、指
定辞退届出等の一部様式が標準化されていない。
また、標準様式を定めている事項以外に自治体が独自に
使用している様式が存在する可能性がある。

• 基準該当サービス、廃止・休止届出、再開届出、指定辞退届出の
様式は、児童福祉法・障害者総合支援法施行規則で規定されて
いる項目をWebフォームの入力項目として整備する。

• 標準様式を定めている事項以外の独自様式については、システ
ム上別途添付できるように機能を追加する。

3
加算届出の
Web入力
フォーム対応

加算届出の入力について、Webフォーム入力に対応させ
るか検討が必要。しかし、以下の点で課題が存在する。
• 加算届出の様式は別紙1～88までと非常に多いため、

報酬改定年度で様式が変更になると、届出開始までに
システム改修が間に合わないリスクがある。

• 独自加算等のローカルルールについて、システム上どこ
まで対応するか。

• 加算届出様式はWebフォーム化に対応する方向で検討を進め
ているが、その対応方法は、開発規模・予算の観点を含め、実態
調査を通じて検討していく必要がある。

• 独自加算の対応方針についても、実態調査を通じて検討してい
く。

4
システムの利用
対象者

現状想定する事業所台帳管理機能の対象ユーザは、指定
権者である都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市
である。
新システムでは、特定相談支援事業、障害児相談支援事業、
地域生活支援事業の指定を行っている一般市区町村を利
用対象者に含めるか、検討が必要。

一般市区町村を利用対象者に含めると、ユーザ数が大幅に増える
ため、システムの性能面・費用面を含めて実態調査を通じて検討
する。

（参考）第１回検討会資料

2. 本検討会での論点



Copyright © Mitsubishi Research Institute 6

本検討会での論点（2/2）

⚫ 本検討会でご議論いただきたい論点を以下に示す。

テーマ 論点・課題 対応案

5 その他要望

共通化推進方針案の中で自治体から新システムに対する
要望がでている。
Ex.災害時連絡先の追加、指導監査システム等他システム
との連携、欠格事項対象者の共通データベース化

予算・開発スケジュールの制約から当初リリースの機能には含め
ない。
将来的には、必要性を加味しながら、柔軟に機能を拡張していく
ことを検討したい。

6

国保連合会へ
のデータ連携・
送信方法

新システムから国保連合会へのデータ連携・送信方法につ
いて検討が必要。

当初リリースでは現行システムと同じように、ＣＳＶ形式により
ファイル提出を行う。
将来的には国保連合会が新システムへのアクセスを可能にする等、
さらなる効率化に資する機能を検討する。

7
新システムへの
移行

現行の事業所台帳システムから新システムへの移行の際
のスケジュールについて検討が必要。

現行システムのリース契約が切れるタイミングでの移行等で段階
的な移行を実施する。

8
新システムの費
用負担

新システムの利用料について検討が必要。
利用自治体から利用料を一定額徴収する方針としたい。
（これまで自治体が負担していた事業所台帳管理システムに係る
費用は不要となる。）

９ 問合せ
新システムに関する事業者・事業所からの問い合わせが発
生する。

システムに関してヘルプデスクを設置する。また、研修動画やマ
ニュアルの作成や、相談窓口等を設置することで、自治体の負担
を軽減する。

（参考）第１回検討会資料

2. 本検討会での論点
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指定申請等の標準的な業務フローの整理

参考資料１
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指定権者における指定通知までの一般的な流れ
⚫ 指定権者における新規指定申請における指定通知までの一般的な流れは以下の通り。

⚫ 事前協議については、本申請書類とは異なる書類で手続きを行う指定権者が多く、指定権者によって

は対象となるサービスを限定している場合もある。

⚫ 指定権者のうち都道府県を中心に規模が大きい自治体では指定権者のみで関連業務を実施するのが

困難であるため各種工夫を行っている。その代表的なパターンは次ページの通り。

事前協議 本申請

事
業
所

自
治
体

指
定
権
者

一
般
市
区
町
村

事
前
相
談
・
説
明
会

地
域
ニ
ー
ズ
の
事
業

所
へ
の
伝
達

事業所
開設予
定地市
町区村
への意
見聴取

地
域
ニ
ー
ズ
の
把
握

事
前
協
議
（現
地
確
認
も
含
む
）

本
申
請
書
類
作
成
・
提
出

本
申
請
書
類

受
付
・審
査

本
申
請
書
類
補
正

決
裁

指
定
通
知
交
付

指
定
通
知
受
領

地
域
ニ
ー
ズ
の
都
道

府
県
へ
の
伝
達

補
正
あ
り

補正なし

意見書や議事
録などで指定
権者に提出

開設予定市町
村から意見書
等を提出する
場合もある

開設予定市町村か
ら本申請までに意
見書等を提出する

場合もある

補正
指示

：新システムの対象業務

：従来の方法で実施して

いただくことを想定し

ている対象業務
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規模が大きい自治体での各種工夫
⚫ 各種工夫の代表的なパターンは以下の通り。但し、パターン３は負荷軽減のために行っているもので

はなく、結果として負荷軽減につながっている点はパターン１、２とは異なる。

⚫ 各パターンの詳細業務フローは次ページ以降に示す。

パターン 内容 特徴

1

都道府県支所で一
部業務を実施

複数の一般市町村を所管する支所で業務の
一部を分担して実施

支所で業務の一部を分担することで本庁の担当部署の業務負担を軽減す
る。事業所との直接のやり取りを支所からのみにするなど、作業内容の分
担だけでなく役割についても分担することで業務負担を軽減する。

2

都道府県が外部機
関に一部業務を委
託

都道府県が業務の一部を外部機関に委託し
て実施

都道府県が業務の一部を外部機関に委託して実施することで本庁の担当
部署の業務負担を軽減する。事業所との直接のやり取りを支所からのみに
するなど、作業内容の分担だけでなく役割についても分担することで業務
負担を軽減する。

3

都道府県の管下の
一般市町村に権限
移譲を実施

政令市、中核市、児童相談所設置市以外の一
般市区町村に指定権限を委譲することで一
般市区町村でも指定業務を実施

都道府県内の指定権限について権限移譲が行われていることで、本庁の担
当部署の業務負担が軽減される。業務負担軽減を目的とした方法ではない
が、権限移譲を図っていることで結果としては本庁の業務負担が軽減され
ている。
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パターン１：都道府県支所で一部業務を実施

事前協議 本申請

事
業
所

自
治
体

指
定
権
者

支
所

本
庁

一
般
市
区
町
村

事
前
相
談
・
説
明
会

地
域
ニ
ー
ズ
の
事
業

所
へ
の
伝
達

事業所
開設予
定地市
町村へ
の意見
聴取

地
域
ニ
ー
ズ
の
把
握

事
前
協
議
（現
地
確
認
も
含
む
）

本
申
請
書
類
作
成
・
提
出

本
申
請
書
類

受
付
・審
査

本
申
請
書
類
補
正

決
裁

指
定
通
知
交
付

指
定
通
知
受
領

地
域
ニ
ー
ズ
の
都
道

府
県
へ
の
伝
達

補
正
あ
り

補
正
な
し

意見書や議事
録などで指定
権者に提出

開設予定市町
村から意見書
等を提出する
場合もある

開設予定市町村か
ら本申請までに意
見書等を提出する

場合もある

本
申
請
書
類
審
査

本
申
請
書
類
補
正

進達

補正
指示

補
正
あ
り

支
所
経
由
で
補
正
指
示

支
所
経
由
で
補
正

結
果
受
領

補正
なし

：新システム

の対象業務

：従来の方

法で実施

していた

だくこと

を想定し

ている対

象業務
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パターン２：都道府県が外部機関に一部業務を委託

事前協議 本申請

事
業
所

自
治
体

指
定
権
者

外
部
機
関

本
庁

一
般
市
区
町
村

説
明
会

地
域
ニ
ー
ズ
の

事
業
所
へ
の
伝
達

事業所
開設予
定地市
町村へ
の意見
聴取

地
域
ニ
ー
ズ
の
把
握 事

前
相
談

本
申
請
書
類
作
成
・
提
出

本
申
請
書
類

受
付
・チ
ェ
ッ
ク

本
申
請
書
類
補
正

決
裁

指
定
通
知
交
付

指
定
通
知
受
領

補
正
あ
り

補正
なし

意見書
や議事
録など
で指定
権者に
提出

指定申
請書等
を通知

本
申
請
書
類
審
査

進達

外
部
機
関
経
由
で

補
正
指
示

意
見
の
提
出

申
請
の
通
知

※

市
区
町
村
か
ら
の
意
見

を
勘
案
し
て
必
要
に
応
じ

条
件
を
付
し
た
上
で
指
定

指定を行う
に当たって
条件等が

あれば通知

：新システム

の対象業務

：従来の方

法で実施

していた

だくこと

を想定し

ている対

象業務



Copyright © Mitsubishi Research Institute 6

パターン３：都道府県の管下の一般市町村に権限移譲を実施

事前協議 本申請

自
治
体

一
般
市
区
町
村

（権
限
移
譲
な
し
）

指
定
権
者

事
業
所

自
治
体

一
般
市
区
町
村

（権
限
移
譲
あ
り
）

事
前
相
談
・
説
明
会

地
域
ニ
ー
ズ
の
事

業
所
へ
の
伝
達

事業所開設予
定地市町村へ
の意見聴取

地域
ニーズ
の把握

事
前
協
議
（現
地
確
認
も
含
む
）

本
申
請
書
類
作
成
・

提
出

本
申
請
書
類

受
付
・審
査

本
申
請
書
類
補
正

決
裁

指
定
通
知
交
付

指
定
通
知
受
領

地
域
ニ
ー
ズ
の
都

道
府
県
へ
の
伝
達

補
正
あ
り

補正
なし

意見書や議
事録などで
指定権者に

提出

開設予定市町
村から意見書
等を提出する
場合もある

開設予定市町村から本
申請までに意見書等を
提出する場合もある

補正
指示

事
前
相
談
・説
明
会

決
裁

指
定
通
知
交
付

事
前
協
議
（
現
地
確
認
も
含
む
）

本
申
請
書
類

受
付
・審
査

補正
なし

補
正
あ
り

：新システム

の対象業務

：従来の方

法で実施し

ていただく

ことを想定

している対

象業務
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新システムでの事前相談の対応方針について
⚫ 事前相談については、実施の方法や体制、提出を求めている書類・資料が指定権者ごとに異なること

から従来の方法で実施していただくことを想定しているが、汎用的なファイルの送受信の機能を新シ

ステムに設けるなどして、その機能を使って実施できる業務については新システムで実施いただく方

針としたい。

⚫ 事業所の開設地市区町村への意見聴取についても実施形態が様々であることから、新システムの業

務対象範囲とはしない方針としたい。
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エラーチェック機能の要望の整理

参考資料2
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【全体】（登録・変更申請書類、加算届け出等共通）

エラーチェック機能の要望の整理

①申請時に必要な書類の一覧表示機能

内容
登録・変更または任意の加算届け出の申請に際し、当該申請に必要な書類
を一覧化して表示されるようにする

自治体の
主なご意見

• 届出書を一覧化した目次をシートの先頭に設け、当該一覧の届出書名をクリックす
ればリンクで目的の届出書のシートに移動できるようにするなど、実用的なファイ
ルにしていただきたい。（アンケート問１-A（４）自由記述）

• 各加算の必要書類が分かりにくい（アンケート問１-A（４）自由記述）

②申請時に必要な書類の一式ダウンロード機能

内容
登録・変更または加算届け出の申請に際し、必要な書類を選択してまとめ
てダウンロードをできるようにする

自治体の
主なご意見

• 届出書を一覧化した目次をシートの先頭に設け、当該一覧の届出書名をクリッ
クすればリンクで目的の届出書のシートに移動できるようにするなど、実用的
なファイルにしていただきたい。（アンケート問１-A（４）自由記述）（同上）

③アップロードした書類の過不足チェック機能

内容 申請の際に書類の過不足を確認し、不備がある場合にはエラーをだす

自治体の
主なご意見

• 提出する際、添付書類が不足している場合は提出できないまたは何が不足し
ているか通知がでるような仕様にしていただきたい（アンケート問２自由記述）

• 事業者の負担軽減の観点から、申請内容について、申請内容の不備や添付書
類の不足があればエラーとなる等の事前の自動チェック機能（入力支援機能）
を付加していただきたい。（アンケート問４自由記述）

１．申請するサービス種別を選択

２．申請書類一覧を表示

【例：居宅介護の指定申請の場合】

※機能イメージ

※機能イメージ

※機能イメージ
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【全体】（登録・変更申請書類、加算届け出等共通）

エラーチェック機能の要望の整理

例：勤務形態一覧表の「記載する期間」欄に入力された期
間に応じて、入力の必要がないセルをグレーアウトする。

④入力規則・形式の設定-1（誤記・記入漏れ対策）

内容
選択肢を設けられる入力箇所には、プルダウンもしくはラジオボタン等で
あらかじめ選択肢をリスト化し、その中から選択できるようにする。

自治体の
主なご意見

• 入力箇所の色付けやリストの設定などがないため、誤記や記入漏れが多く、審
査や補正に時間がかかる。（アンケート問１-A（４）自由記述）

⑤入力規則・形式の設定-2（回答が必要な入力欄の明示化）

内容
ある項目の入力内容によって、別の項目の回答が必須（もしくは不要にな
る、または選択肢が制限される場合に、その条件を設定し、回答が必要な
箇所を明確化する。

自治体の
主なご意見

• 勤務体系一覧表の「記載する期間」に「４週」または歴月のいずれを選択しても
(9)は、事業所が第5週まで数字を入れてきた場合、週平均の数字はその数字
で計算されたものになってしまう（アンケート問１-A（４）自由記述）

※機能イメージ

※機能イメージ
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【全体】（登録・変更申請書類、加算届け出等共通）

エラーチェック機能の要望の整理

⑦必要項目の入力過不足チェック機能

内容
必ず入力が必要な箇所が入力されていない場合、入力箇所に色付け等す
ることで、エラーとして表示されるようにする。

自治体の
主なご意見

• 申請送信前にシステムによる十分なチェック（入力不備、人員基準、加算算定要
件等）を行い、不備がある場合または要件を充足しない場合には申請送信自体
ができないようにすること。（アンケート問２自由記述）

• 必要な項目に不備があったり、不足書類がある場合は申請を提出出来ないよ
うにしてほしい。（アンケート問４自由記述）

• 事業者の負担軽減の観点から、申請内容について、申請内容の不備や添付書類
の不足があればエラーとなる等の事前の自動チェック機能（入力支援機能）を
付加していただきたい。（アンケート問４自由記述）

⑥入力内容の自動転記機能

内容
複数の様式に同じ入力項目がある場合、一度入力した内容は自動転記され
るようにする。

自治体の
主なご意見

• 重複する入力内容への自動転記がないことで、入力負担となっている他、誤記
や記入漏れが発生している。（アンケート問１-A（４）自由記述）

例：必須入力項目が空欄の場合、入力エラーとなる

※機能イメージ

※機能イメージ

例：加算届け出の入力時には、登録時と共通する入力項目
についてはすでに入力された状態となっている
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事前相談・加算届け出

エラーチェック機能の要望の整理

⑧事前申請までに準備・実施が求められている事項の表示・実施済みのチェック機能

内容
各自治体で定めている事前申請に必要な準備や実施事項（図面相談等）に
ついて、申請時に実施済みであることを確認できるようにする。

自治体の
主なご意見

• 申請受付前に事前準備（図面相談等）の実施をお願いしている。申請の画面上
で、図面相談等、申請受付前に準備を必要とする事項について、申告するする
機能を設けてほしい。（アンケート問２自由記述）

【事前相談】

【加算届出】

⑨加算取得要件の自動判定機能

内容
要件に関わる値等を入力した際に、取得しようとしている加算の要件を満
たしているかどうかを自動で判定する機能

自治体の
主なご意見

• 自治体により解釈相違がある等の国から明確な取扱いが示されていない加算
等は国において解釈を整理し明示の上、判定機能等を実装すること。（アンケー
ト問２自由記述）

• 就労定着実績体制加算の様式に、現在の申請内容との相違の有無および定着
期間を自動判定する数式を記載。勤務形態一覧表に、職種ごとの配置基準を満
たしているかを自動判定する数式を記載している（ヒアリング）

• 入力時に「表間の同一項目の不一致」や「基準、要件を満たさない項目」は、自
動ではじく機能を実装していただきたい。（アンケート問４自由記述）

例：図面相談の実施有無

例：人員配置体制加算の判定

※機能イメージ

※機能イメージ
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勤務形態一覧表・その他

エラーチェック機能の要望の整理

⑩利用者数・職員数の自動計算・人員配置要件の自動判定機能（もしくは計算過程の記載欄）

内容
〇平均値や換算値等、実績値を用いて計算が必要な値について、実績値の入力のみで自動計算さ
れるようにする、もしくは計算が必要な値について、計算過程を付記する欄を設ける
〇常勤・非常勤を自動判定する

自治体の
主なご意見

• 事業所が入力する項目をなるべく減らして自動計算されるようにしてほしい。（ヒアリング）
• 事業所の方で常勤・非常勤、または正社員か否かを基準等で定めているところ、そうでないところがある

ため、常勤か非常勤か判定できる機能があるとよい。（ヒアリング）
• 役職ごとに配置されているか、常勤換算が正確か確認できるとよい。（ヒアリング）

⑪様式のサービス種類選択機能

内容
就労支援A型・B型については様式が統一されている。どちらの書類であるのかを、システム上で
選択できるようにする。

自治体の
主なご意見

• 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」就労継続支援A型・B型様式について、サービス種別欄「就労
継続支援A型・B型」の記載を修正してしまう（A型事業所がB型の記載を消してしまう等）ことにより計
算様式が壊れてしまうことが多く、また多機能型事業所の審査においてはA型・B型いずれの勤務形態
一覧表であるのか確認したいため、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」とプルダウン選択ができる
ようにしてほしい。（アンケート問１-A（４）自由記述）

【勤務形態一覧表】

【その他】
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事業所等におけるWeb入力作業の負担軽減について

参考資料3
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事業所等におけるWeb入力作業等の負担軽減について

本システムにおけるWeb入力作業等の負担軽減について、ワンスオンリー（一度提出した情報は、二

度提出することを不要とする）の原則に基づいて、以下の2つの機能を実装する。

⚫ 事業所等が申請・届出書をWebフォーム入力時に、様式情報（法人情報、代表者情報 等）及び

付表情報（事業所情報、管理者情報 等）を指定権者等が管理している事業所台帳データ等から

過去の様式・付表情報をプリセットして表示し、必要な項目を入力・修正し、申請・届出を可能とす

る。

⚫ 事業所等が指定権者等へ提出した申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）を再利用して、別の

指定権者等へ申請・届出ができるようにする。

電子申請・届出システム事業所等

申請・届出A

添付書類ファイル

指定権者等A

事業所台帳データ

再利用

申請・届出データ

受付

受理

添付書類ファイル

指定権者等B

申請・届出B

様式・付表入力

受付

受理

様式・付表

情報プリセット
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・様式入力画面の法人番号及び申請者（設置者）欄は、GビズID情報及び事業所台帳データが

  存在する場合に最新情報がプリセットされる。

【様式入力画面】

(郵便番号 - ）

電話番号

法人等の種類

フリガナ

氏名

(郵便番号 - ）

代表者の住所

生年
月日

法人番号(13桁)

フリガナ

名称

主たる事務所の所
在地申

請
者

(

設
置
者

)

E-mailアドレス

職名

連絡先

代表者の職名・氏
名・生年月日

　　　　　　　　(内線)

GビスID情報からプリセットされる

事業所台帳データから最新情報がプリセットされる

事業所台帳データ等から様式情報・付表情報のコピー【画面イメージ（1/2）】

電子申請・届出システム

～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～
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・様式入力で申請届出するサービスの付表が表示される際に、事業所台帳データに付表情報が

  存在する場合に最新情報がプリセットされる。

【付表入力画面】

～～～～～～～～～～～～ 中略 ～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～

     事業所台帳データから最新情報がプリセットされる

電子申請・届出システム

事業所台帳データ等から様式情報・付表情報のコピー【画面イメージ（2/2）】

付表１　居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定等に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

電話番号

E-Mail

事
業
所

所在地

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

事業所等の名称

サ
ー

ビ
ス
提
供

責
任
者 住　所

管
理
者

兼務する職種及び勤
務時間等

他の事業所又は施設の
従業者との兼務(兼務
の場合記入)

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

生年月日

生年月日
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電子申請・届出システム

メニュー > 申請詳細状況確認 ＞ 申請詳細

●審査結果情報

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 次ページに続く ～～～ ～～～～ ～～～～～～～～～～～～

申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）の再利用【画面イメージ（1/5）】

【申請詳細画面（1/5）】

受付登録日

審査者

事業者への通知コメント

*******

*******

************

受付結果 *******

●第1号様式

フリガナ

名称

主たる事務所の所在地

連絡先

代表者の職名・氏名・生年月日

代表者の住所

申
請
者
（設
置
者
）

フリガナ

氏名

連絡先

メールID

●申請届出者

申請届出者コメント

************

************

************

************

************

************

************

************

************

************

************

 申請・届出データ再利用 （様式情報）
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電子申請・届出システム

メニュー > 申請詳細状況確認 ＞ 申請詳細

～～～～～～～～～～～～～～～～ 前ページからの続き ～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 中略 ～～～～～～～～～～～～～～～

申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）の再利用【画面イメージ（2/5）】

【申請詳細画面（2/5） 】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 次ページに続く ～～～ ～～～～～～～

   

申請・届出データ再利用（様式情報）
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電子申請・届出システム

メニュー > 申請詳細状況確認 ＞ 申請詳細

●付表1  居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業

フリガナ

名　　称

(郵便番号 *** - **** )

****

電話番号

E-Mail

事
業
所

*********

***********

所在地

**********************

**-****-*****

********@**************

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 *** - **** )

****管
理
者

兼務する職種及び勤
務時間等

他の事業所又は施設の
従業者との兼務(兼務
の場合記入)

住　所

1111

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

11

**********************

生年月日
11

*******

********

事業所等の名称

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 中略 ～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 中略 ～～～～～～～～～～～～～～

利用料

その他の費用

通常の事業の実
施地域

家事援助(通院介助)

身体介護 身体介護(通院介助)

家事援助

乗降介助

サービス内容

申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）の再利用【画面イメージ（3/5）】

【申請届出詳細画面（3/5） 】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 次ページに続く ～～～ ～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～ 前ページからの続き ～～～～～～～～～～～～～

   

申請・届出データ再利用 （付表情報）
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電子申請・届出システム

メニュー > 申請詳細状況確認 ＞ 申請詳細

●加算に係る届出

介
護
給
付
費

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）

１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

共生型サービス対象区分 　１．非該当　　２．該当

特定事業所（経過措置対象）（※9） 　１．非該当　　２．該当

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※17） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

情報公表未報告 　１．なし　　２．あり

特定事業所 　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ

提供サービス 定員数 定員規模
多機能型等

　　定員区分（※1）
人員配置区分

（※2）
その他該当する体制等

虐待防止措置未実施 　１．なし　　２．あり

業務継続計画未策定（※15） 　１．なし　　２．あり

　　１．一級地　２．二級地　３．三級地　４．四級地　５．五級地
　　６．六級地　７．七級地　２０．その他

居宅介護

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

各サービス共通 地域区分

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※18）

　〔　体　制　要　件　〕

①－ア □ ・ □

①－イ □ ・ □

②　 □ ・ □

③ 　サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。 □ ・ □

④　 □ ・ □

⑤　 □ ・ □

⑥　 □ ・ □

　

 有 ・ 無

　個別のサービス提供責任者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施する
ことが予定されている。

　居宅介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。

　緊急時等における対応方法を利用者に明示している。

　新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施してい
る。

届 出 項 目 　１　特定事業所加算(Ⅰ)　　２　特定事業所加算(Ⅱ)　　３　特定事業所加算(Ⅲ)　　４　特定事業所加算(Ⅳ)

　個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施すること
が予定されている。

　居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。

　〔　重　度　障　害　者　対　応　要　件　〕

① □ ・ □

② □ ・ □

 有 ・ 無

　前年度又は前３月の期間における利用者の総数のうち、障害支援区分５以上である者、たんの吸引等を必
要とする者、重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が３０％以上

　前年度又は前３月の期間における利用者の総数のうち、障害支援区分４以上である者、たんの吸引等を必
要とする者、重症心身障害児及び医療的ケア児が占める割合が５０％以上

～～～～～～～～～～～～ 中略 ～～～～～～～～～～～～～

申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）の再利用【画面イメージ（4/5）】

【申請詳細画面（4/5） 】

～～～～～～～～～～～～～～～～ 前ページからの続き ～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 次ページに続く ～～～ ～～～～～～～

   

申請・届出データ再利用 （加算に係る届出情報）



Copyright © Mitsubishi Research Institute

電子申請・届出システム

メニュー > 申請詳細状況確認 ＞ 申請詳細

●添付書類 付表１

戻る印刷
コピーして

申請届出を行う

申請・届出データ（様式、付表、添付書類等）の再利用【画面イメージ（5/5）】

【申請詳細画面（5/5）】

「コピーして申請届出を行う」ボタンを押下すると申請届出状況画面で確認中の

申請届出データをコピーして、新たに「新規指定申請、指定更新申請、変更届出」等

の「申請届出先選択」画面に遷移する。

～～～～～～～～～～～～～～～～ 前ページからの続き ～～～～～～～～～～～～～

   

申請・届出データ再利用 （添付書類ファイル情報）
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加算届出のWebフォーム入力について

参考資料4
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Webフォーム化対象の項目について

⚫ 標準様式における加算届出は、①国保連インタフェース仕様書（以下、「国保連IF」）に連携している項

目と、②それ以外の項目に分けることができる。

⚫ ①国保連IFについては下記の項目が該当する（新規指定申請の場合）。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001498023.pdf

Ｎｏ インタフェース名 内容 国保連へ送付する周期

１ 事業所異動連絡票情報（基本情報） 事業所の名称・所在地等の
情報

月次

2 事業所異動連絡票情報（サービス
情報）

提供するサービス毎の事業
所の 名称・所在地等の情
報

月次

3 障害児施設異動連絡票情報（基本
情報）

障害児施設の名称・所在地
等の情報

月次

４ 障害児施設異動連絡票情報（サー
ビス情報）

提供するサービス毎の障害
児施設の名称・所在地等の
情報

月次
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標準様式の対応関係（例）

（別紙1-1）介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

①国保連IFの項目に該当

①
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標準様式の対応関係（例）

（別紙2-1)特定事業所加算に関する届出書（居宅介護事業所）

①国保連IFの項目に該当

②それ以外の項目に該当

①

②

②

②
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初期構築での対応方針

⚫ 加算届出は様式数・項目数が多岐にわたるため、一度webフォーム化を実装すると、報酬改定の年度

で制度が大幅に変更された場合、短期間で大幅な改修が求められる。その結果、改修が間に合わない

懸念があるという意見を現行の事業所台帳ベンダから頂いた。

⚫ これまでの自治体ヒアリングから、①のWebフォーム化でも自治体側の事務負担軽減につながると

のご意見を頂いた。

⚫ したがって初期構築としては、以下の方針が良いと考えるが、委員の皆様からご意見を頂きたい。

①国保連IF:Webフォーム化を実装

②それ以外の項目：PDF提出

⚫ 画面イメージは次ページ以降を参照
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事業所側の加算届出入力画面イメージ
• 「事業所名」・「異動等区分」・「届出項目」は「体制等状況一覧表」や前項目の選択・入力内容から自動的に判明するため、あらかじめプリセットする。

• ②の項目は入力・選択項目を設けず、様式アップロードする方式とする。

①

②
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指定権者側の画面イメージ
• 事業所側の加算体制届出の内容が１画面上で指定権者が確認できる仕様とする。

①

②





•

•



•

•

•



•

•

•



••

•

•

•

•
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新システムでの国保連合会への

データ連携・送信方法について

参考資料6
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新システムで想定しているの国保連合会へのデータ連携の全体像
⚫ 新システムでは従来通りの方法で、伝送ソフト又は市町村等支援システムを用いて都道府県・保険者

ネットワーク回線を経由して台帳情報の連携を行う。

従来通りの方法で指定

権者から国保連合会に

データ連携を実施
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現状の都道府県と国保連合会とのデータ連携の流れ
⚫ 現状は都道府県が管下の政令市・中核市・児童相談所設置市及び権限移譲先の市区町村等（以下、政

令市等という）の事業所台帳情報を取りまとめて国保連合会に連携している。

⚫ 都道府県は管下の政令市等から事業所台帳情報を受け取り、その情報を取りまとめて都道府県の事

業所異動連絡票情報（CSVファイル） 、事業所訂正連絡票情報（CSVファイル）を作成した上で国保

連合会に提出し、提出を受けた国保連合会は内容に問題がある場合はエラーリスト（PDFファイル）を

送付して上記CSVファイルの再作成及び再送信を依頼する。

⚫ エラーリスト（PDFファイル）は都道府県で一つのファイルで、都道府県及び管下の政令市等のすべて

のエラー情報が記載されているため、現状は政令市等ごとに分かれていない。

出所：インタフェース仕様書都道府県編（令和６年４月）
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政令市等から提出を受ける場合の変更点
⚫ 新システムで政令市等から直接、事業所異動連絡票情報、事業所訂正連絡票情報を提出する場合、現

状は都道府県で一つのファイルとなっているエラーリストを政令市等単位のファイルにする必要があ

る。

⚫ 事業所異動連絡票情報、事業所訂正連絡票情報は、ファイルの送付先又は送付元の情報としてコント

ロールレコードの中で都道府県番号を指定しているが、新システムから提出する場合はコントロール

レコードの中で市町村番号を指定する、または新たに設定する項目を用意する等の見直しを行い政令

市等単位でエラーリストを作成できるようにする。

⚫ 具体的な方法の詳細は、関係各所と調整していくこととする。

出所：インタフェース仕様書共通編（令和６年４月）
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＜参考＞データレコードとエンドレコードの例
⚫ 事業所異動連絡票情報（基本情報）の場合のデータレコードと

エンドレコードは以下の通り。

出所：インタフェース仕様書共通編（令和６年４月）

出所：インタフェース仕様書共通編（令和６年４月）

出所：インタフェース仕様書都道府県編（令和６年４月）
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新システムのヘルプデスク体制について

体制案

⚫ 事業所からの問い合わせについて、制度・申請内容は指定権者等、システム関連はヘルプデスクが対

応する。（質問内容により、厚労省へのエスカレーションを行う。）

⚫ ヘルプデスクへの問い合わせは、WEBフォーム（又はメール）とする。

電子申請・届出システムの運用にあたって、新システムのヘルプデスク体制について検討を行った。

ヘルプデスク

事業所

厚生労働省（制度主幹・システム主幹）

質問

(システム関連) 

エスカレーション

(制度・申請内容) 

回答

指定権者等

回答

質問

(制度・申請内容) 

回答

エスカレーション

(システム関連) 

回答

システム対象範囲
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新システムのヘルプデスク体制について

体制案

⚫ 指定権者等からのシステム関連の問い合わせについてもヘルプデスクが受け付ける。

⚫ ヘルプデスクへの問い合わせは、WEBフォーム（又はメール）とする。

ヘルプデスク

質問

(システム関連) 

回答

指定権者等

システム対象範囲

厚生労働省

エスカレーション

(制度・申請内容) 

回答

エスカレーション

(システム関連) 

回答

システム対象範囲
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事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム 

（事業所台帳管理システムを含む。）に係る共通化推進方針 

令和７年６月２日決定 

厚生労働省 

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（令和６年６月 21

日閣議決定。以下「本基本方針」という。）に基づき、共通化の対象となる業務・

システム「事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳

管理システムを含む。）」に係る共通化推進方針は、以下のとおりとする。 

１．業務・システム名 

事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理シス

テムを含む。）

２．共通化の方法 

(1) 共通化すべき業務・システム

ア．現状

(ア) 業務の実態（業務フロー等）

事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管

理システムを含む。）（以下「新システム」という。）においては、以下３つ

の業務が共通化の対象となる。 

① 障害福祉サービス事業所等（障害児サービス含む。）（以下「障害福

祉サービス事業所等」という。）の事業所台帳情報の管理

② 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制に係るデータの

管理

③ 障害福祉サービス事業所等の指定及び報酬請求（加算届出を含む。）

（以下「報酬請求」という。）に関連する申請・届出の受付及び承認

新システムにおいて対象となる業務の実態を以下に示す。 

① 障害福祉サービス事業所等の事業所台帳情報の管理

・ 事業所台帳情報は、障害福祉サービス事業所等の指定権限等を持

つ自治体（以下、「指定権者」という。）が保有する事業所台帳管理

システム（一部の自治体では電子ファイル）にて管理されており、

情報が指定権者ごとに独自に保有するシステムにて分散して管理さ

れている。 
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・ 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所（以下「相談支援

事業所」という。）の指定は管内の市区町村にて行っており、その情

報の管理は市区町村で行っているが、別途、市区町村からの情報提

供を受けて都道府県にて事業所台帳管理システムに手入力を行って

いる。但し、その件数は多くはないため大きな負担にはなっていな

い。 

・ 各都道府県の国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）

が障害福祉サービス事業所等からの請求時に審査・支払業務で事業

所台帳情報を参照する必要がある。しかし、指定権者ごとに独自シ

ステムにて分散して情報が管理されているため、各都道府県が管内

の指定権者の事業所台帳情報を取りまとめる作業（データの統合作

業や手入力による作業など）と、取りまとめた情報を国保連に送信

する作業、更には送信時にエラーが発生した場合の国保連からの指

摘事項の管内の指定権者への連絡、エラー修正後に再度、送られて

きた情報を取りまとめて国保連へ再送信する作業などを毎月実施し

ている。 

・ 市区町村の地域生活支援事業も相談支援事業所の場合と同様に指

定は管内のすべての市区町村にて行っているが、都道府県への連携

は国保連に審査支払事務を委託している場合のみ行われており、そ

の場合は都道府県が取りまとめて上記と同じタイミングで国保連に

送付している。 

・ 国保連での一次審査の結果を受けて各市区町村で二次審査を実施

しているが、事業所台帳の情報が指定権者以外の市区町村にはない

ため、必要に応じて都道府県が情報提供を行っている。 

② 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制に係るデータの

管理 

・  障害福祉サービス事業者等に対し、「業務管理体制の整                             

備に関する事項を記載した届出書」の提出が義務付けられている 1。 

多くは紙による提出であり、届出書を受領した自治体の職員は事業

所台帳管理システムとは別に存在する【障害福祉】業務管理体制デ

 
1 届出先は、事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者は厚生労働省本省（社会・援

護局障害保健福祉部企画課）、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業

者であってすべての事業所が同一市町村内に所在する事業者は市町村、すべての事業所等

が同一指定都市内に所在する事業者は指定都市（児童福祉法に基づく指定障害児通所支援

事業者及び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含む。）、すべて

事業者等（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。）が同一中核市内に所在する

事業者は中核市、上記以外は都道府県となる。 
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ータ管理システムに手入力を行っている。 

③ 障害福祉サービス事業所等の指定及び報酬請求に関連する申請・届

出の受付及び承認 

・ 事業所台帳情報は指定権者が実施する指定及び報酬請求に関連す

る申請・届出の結果を受けて情報の登録、更新、変更が行われるが、

申請方法は各自治体が独自に定めている。現状では、ほとんどが紙に

よる申請であり、障害福祉サービス事業所等が記載した申請書類の

内容を、指定権者が事業所台帳管理システム（一部の自治体では電子

ファイル）に手入力で登録を行っている。 

・ 指定及び報酬請求に関連する申請・届出の手続の手順や用いられる

各種様式及び添付書類等は、指定権者ごとに独自に定められたもの

となっている。 

 

 このように、現状の業務フローでは指定権者及び障害福祉サービス事 

業所等で以下の作業負荷が発生している。 

・ 指定権者に提出される書類の情報は複数のシステムに別々に手入                             

力で実施しており、同じ情報を何度も入力 

・ 障害福祉サービス事業所等が申請のために書類作成や郵送、指定

権者の訪問などを実施 

・ 指定及び報酬請求に関連する申請・届出の手続の手順や用いられ

る各種様式及び添付書類等が指定権者ごとに異なるため、事業者は

指定権者ごとに申請の手続へ向けた個別の対応が必要 

・ 国保連による審査支払業務のために都道府県で管内の指定権者の

事業所台帳情報を手作業で統合 

・ 管内の市区町村の要望に応じて、二次審査で必要となる事業所台

帳情報について都道府県が作成して送付 

  

また、上記の業務においては、多くの手作業が発生することからミスが

生じやすく、このようなミスに起因する問題には以下が考えられる。 

・ 指定権者への障害福祉サービス事業所等からの問い合わせが増え

て作業負荷が増大 

・ 障害福祉サービス事業所等への正しい支払いができない 

 

 

現状の業務フローを図 1に示す。 
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図１ 新システムの対象となる業務の現状 

 

(イ) システムの導入状況 

①事業所台帳管理システム 

 過年度調査において、都道府県及び政令市・中核市計 129自治体に対する

アンケート調査が実施された（回答率 89.9%）。当該調査において、障害福祉

サービス、障害児支援共に約 95%の自治体で大手事業所台帳管理システムベ

ンダー二社のシステムが導入されており、残りの自治体ではそれ以外の数社

のシステムが導入されていることが明らかとなっている。 

②業務管理体制データ管理システム 

 厚生労働省が全国共通システムとして導入しており、都道府県・市区町村

はＬＧＷＡＮ接続を使用してアクセスしている。 

③障害者総合支援給付審査支払等システム 

 国保連が都道府県、市区町村から委託を受け、障害者総合支援法における

介護給付費・訓練等給付費等や児童福祉法における障害児通所給付費等の審

査及び支払に関する事務処理を行うためのシステムで、国保連及び委託を受

けている全ての都道府県、市区町村とその管内の障害福祉サービス等事業所

が利用している。 
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イ．共通化後の姿（共通化パターン等） 

本基本方針の「共通化パターンＡ」の方式で共通化を進めていく。共通

化は、標準化等の取組による機能面のカスタマイズの抑制やデータの標準

化を進めることを前提に、厚生労働省が主導して地方公共団体の意見を聴

きながら作成する仕様書に沿ったシステムを原則ガバメントクラウドに

構築し、ソフトウェアサービスとして提供する。地方公共団体はシステム

を所有するのではなく、当該システムを、利用料を支払うことで利用する

形で進める。新システムの導入により、ア．において記載した現状は以下

のように変化することが想定される。 

① 指定権者において事業所台帳情報を一元的に管理可能となる 

・ 指定権者において事業所台帳情報を一元的に管理することで、都                             

道府県での毎月の台帳情報の集約作業がなくなり、業務負担の軽減

が期待される。 

・ 併せて国保連へのデータ連携も円滑になることが期待される。 

・ 上記が実現することにより、指定権者が地域生活支援事業を国保                             

連に委託している場合について、同様の効果が期待できる。 

② 障害福祉サービス事業者等が電子的に業務管理体制の届出を行い、

既存情報を利活用することが可能となる 

・ 指定権者では事業所台帳管理システムで管理されている共通情報

の入力負荷軽減が期待される。 

・ 届出書の電子的な登録を実現することにより、指定権者及び障害

福祉サービス事業者等の事務手続の負担軽減が実現できることが想

定される。 

③ 指定申請等を電子的に完結することが可能となる 

・ 電子的に共通の様式にて申請業務を完結可能となることで、指定                             

権者及び障害福祉サービス事業所・事業者等の事務手続の負担軽減

が期待される。 

・ さらに、事業所台帳管理システムと連携可能とすることで、指定

権者での台帳入力の業務負担軽減が想定される。 

 

 

共通化後のシステムイメージは図２に示す通り。 
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図２ 共通化後のシステムイメージ 

 

 

(2) 共通化の効果 

ア．共通化後の効果の大きさ  

共通化後の効果の大きさについて、現時点では図３のとおりと見込んでい

る。算出に当たっての各負担・費用の考え方は、次節以降に示す。 

なお、新システムの関連費用については、現段階ではシステム要件が未確

定のため、算出ができない。令和７年度に実態調査及び要件定義を実施予定

のため、その際に改めて算出する。今後のスケジュールについては、3(2)を

参照すること。 

 

 

 



7 
 

 
       図３ 現状と共通化後のトータルコストの比較 

 

(ア) 事業者・自治体の手続・事務負担軽減効果 

 以下の a～c について、現状発生している手続・事務負担と、それを共

通化することによる効果を示す。 

a. 申請・更新・届出時の事業者側の手続負担 

障害福祉サービス事業所等・障害福祉サービス事業者等が行う

指定申請・更新及び業務管理体制届出については、現状では紙の

書類を郵送の形式で提出を求める自治体も多い。新システムに電

子申請機能を搭載することにより、これらの事業者側の郵送費用

を削減することが出来ると考える。 

また、現状では指定申請・業務管理体制届出は、求められる記

載内容が共通している項目が多いにもかかわらず、それぞれ書類

を作成し、別個に提出する必要があった。この手続を共通化する

ことにより、事業者側の利便性向上にも繋がると考える。 

 

b. 受領時の行政機関側の事務負担 

 現状では申請・届出を受領した後、その内容を行政機関の職員

がシステムへ入力する事務負担が発生している。新システムで電

子申請機能を搭載し、申請内容をシステムへ自動で連携させるこ

とでこれらの事務負担を軽減することが出来ると考える。 
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c. 関係機関への送付・台帳の管理 

現状では、各都道府県の国保連が事業者からの請求時に審査・支

払業務で事業所台帳情報を参照する必要があるが、指定権者ごと

に独自システムにて分散して管理されているため、各都道府県が

管内の指定権者の事業所台帳情報を取りまとめる作業（データの

統合作業や手入力による作業など）と、取りまとめた情報を国保

連に送信する作業（送信時にエラーが発生した場合の対応作業な

ども含む）を毎月実施している。共通化を行うことで、これらの

事務作業を軽減することが出来ると考える。 

 

以上の共通化効果が期待できる。また、定量的な効果として、以下図４ 

のように、手続・主体ごとに整理した。費用額については、自治体・ベ 

ンダへのヒアリングから得た情報を基に、以下のような考え方に基づ 

き算出した。 

 

事務・手続の発生件数×1件当たりの作業時間×平均単価×自治体数 

 

 図４に記載のある事業者の手続負担の合計 24,826 千円と行政機関の業

務負担の合計 109,070千円について、共通化により削減可能と考える。ま

た、電子申請により、指定申請・業務管理体制届出の共通入力項目がなく

なり、手続が一元化される等、事業者側の利便性が向上されるという効果

も生まれると考える。 
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 図４ 事業者・自治体の手続・事務負担軽減効果、事業者側の利便性向上  

    

(イ) システム共通化による削減効果 

 以下の a～cで現状発生している現行システム（事業所台帳管理システム・

業務管理体制データ管理システム）の費用推計について示す。事業所管理台

帳システムでは、都道府県で計 47システム、政令市・中核市で計 61システ

ムを導入している。また、業務管理体制データ管理システムは厚生労働省が

１システムを導入している。 

 費用の推計は、自治体やベンダへのヒアリング等で得た金額を基に算出し

た。業務管理体制データ管理システムは厚労省が保持している金額を基に算

出した。 

a. 初期導入費用 

事業所台帳については、都道府県 47 システム合算の初期費用

は約 132,540 千円であり、政令中核市等 61 システム合算は約

172,020千円と推計した。  

また、業務管理体制データ管理システムの初期費用は 25,702千
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円であった。各行政機関それぞれが開発するよりも、共通化部分

を一本化できるため、開発費は削減が可能と考える。 

 

b. 年間運用・保守費用 

 事業所台帳については、都道府県（合算）の年間運用・保守費

用は約 47,470千円/年であり、政令中核市等（合算）は約 50,020

千円/年と推計した。また、業務管理体制データ管理システムの年

間運用・保守費用は約 3,509 千円/年であった。新システムとし

て一元管理することで、これらの運用コストを圧縮できる。また、

システム監視、セキュリティ対応、障害対応等も一元化されるた

め、人件費や維持費も削減可能と考える。 

 

c. 報酬改定時の改修費用（事業所台帳のみ） 

都道府県（合算）の報酬改定時の改修費用は１回あたり約

185,650千円/回であり、政令中核市等（合算）は約 182,390千円

/回と推計した。共通化でシステムが一本化されることで、法改正

対応や機能追加が新システムで改修されるため、自治体の個別対

応が不要なり、改修費用も削減できると考える。 

      

 以上の費用をまとめると、以下図５のようになる。これらの現行費用の合計は

799,301千円である。新システム費用は要件が未確定のため、現時点では算出で

きないが、システム共通化により一定程度現行費用から圧縮できると考える。 
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図５ 現行システムの合計と費用内訳  

 

イ．共通化を進めるための調整コストの大きさ  

（ア) 現行システムからの移行コスト 

現行の事業者台帳管理システムの契約は５年リースかつ年度更新のもの

が多い。契約途中で移行した場合、解約料等のコストが発生する可能性があ

る。しかし、段階移行を採用し、リース契約終了のタイミングで移行をして

いくことで、現行業務への負荷・影響等のコストを最小限に抑えながら移行

できると考える。 

以下、図６のように、現行システムのリース契約が切れる年度で自治体を

グループ分類し、順次移行を実施する方式とすれば、自治体側の移行コスト

を最小限に抑えた上で移行を実施することが出来ると考える。 
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                   図６ 段階移行スケジュール案 

   

 （イ) 業務面での自治体側の負担 

   実現可能性調査の中で、自治体ヒアリングを行った結果、以下のよう 

な事務負担が発生する可能性が考えられる。 

・ 事業所の申請方式が変わるため、周知と問合せへの対応が課題にな

る。 

・ 現在は書類の受領や審査は出先機関も含めて行っている。共通化さ

れて電子申請方式になった場合、複数部署でシステムを確認できな

ければ業務上負担になる。 

・ 独自の方法で業務を行っている自治体は、新システムで業務が標準

化されることにより、負担が発生する可能性がある。 

     以上のような自治体側の事務負担については、今後、新システムの 

要件に盛り込むことで解消できるか検討するとともに、実態調査を通 

じて対応策を検討していく。 

 

   （ウ）データの標準化 

     指定及び報酬請求に関連する申請・届出について、独自の様式を使用

している自治体が多い。今後標準様式等の仕様が基本原則化されるも

のの、これまで自治体独自で記載を求めてきた項目については、調整コ

ストとなると考える。 
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ウ．国・地方を通じたトータルコストの最小化  

（ア) 国民の利便性の向上 

1.  指定・加算の申請及び業務管理体制届出の方式がデジタル化され

ることにより、障害福祉サービス事業所等・障害福祉サービス事業

者等が従来実施していた紙による各種申請・届出等の手続が効率化

される。 

2.  事業者側の限られた人的リソースの活用が最適化されるとともに、

今後サービス需要の増加が予測される環境下においても、障害福祉

サービス提供体制の充実及びサービスの質の向上を両立することが

可能となる。 

 

  (イ) 行政の効率化 

1.  電子申請・届出機能、事業所台帳管理機能、業務管理体制データ管

理機能等が共通化された新システムが構築されることで、国・都道府

県・政令市等が業務ごとにシステムを管理するよりも、改修費用や運

用費用等を抑えることができ、トータルコストを最小化できる。 

2.  これまで各自治体が分散して管理してきた事業所台帳データの管

理が一元化されることで、データの同期や連携エラーが解消され、行

政職員の事務負担の軽減の効果がある。その結果、行政職員の利用者

と向き合う時間や、障害福祉分野における政策立案や企画業務に専

念する時間を生み出すことが可能となり、障害福祉サービス等の向

上にも寄与する。 

 

 

３．共通化の推進スケジュール  

(1) 共通化を進める上での課題と対応方策 

 ア.業務・データの標準化 

 新システムに移行することにより、これまでの自治体の業務や運用方法に

変更が生じる可能性があるため、自治体側の負担にならないように慎重な検

討が必要である。 

また、これまで標準様式の項目に加えて、各自治体が独自で記載を求めて

きた項目については、現行システムで個別にカスタマイズされている場合が

あり、新システムの機能にどのように反映させていくかについても検討が求

められる。 
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以上の課題については、今後、実態調査を通じて詳細な把握を行い、対応策

の検討をしていく予定である。 

 

 イ.新システムのデータ連携・運用方法 

  事業所台帳の情報について、現行は都道府県が台帳を取りまとめているが、

新システムにおいては都道府県・政令市等・国保連とのデータ連携方法・運

用をどうするか検討が必要である。また、連携の際のエラーチェックの仕様

についても今後要件を検討していく。 

加えて、一般市区町村が指定権者である特定相談支援・障害児相談支援・

地域生活支援の台帳情報の連携についても、新システムの共通化の範囲に含

めるかどうか、今後検討を行っていく。 

 

 ウ.新システムの費用負担 

  新システムの構築に伴い、利用自治体からの利用料の徴収方法については、

適切な運用が図られるよう、今後検討が必要である。 

 

 エ.自治体側の業務移行 

共通化を進めることにより、現行の窓口業務の方法からシステムを利用し

た業務へ移行を行っていくことになるため、事業所や自治体が適切に新シス

テムを利用した業務へ移行できるかが課題となる。 

この課題に対しては、以下のような対応方策を行うことで、円滑な移行を

推進していく。 

  

      図７   課題への対応方策 
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   オ.自治体からの要望について 

令和６年度共通化の対象候補案に対し、内閣官房デジタル行財政改革

会議事務局において、令和６年９月から１０月にかけて意見照会を実施

した。その際の本候補案に対する以下の５件の意見（図８）については、

令和７年度の実態調査及び要件定義を実施する中で対応の可否を含め検

討する予定である。 

 

  自治体への意見照会で挙がった意見 

1 障害福祉サービス提供事業所の指定申請に係るシステムの共通化に

あたっては、地域生活支援事業所の申請・登録を行う事業者や市町村の

利便性を考慮するなど制度全体を視野に入れたシステム構築を行うと

ともに、災害時の連絡先としての活用も検討すること。 

2 介護保険サービス事業者についても同様の事務があり、電子申請届出

システムがすでに運用開始されている。介護保険サービス事業者の事業

者台帳部分についても同様の共通化の取組みを進めてほしい。本市の介

護サービス事業者の事業者台帳システムには、電子申請に対応して、独

自に届出内容の詳細（加算の届出部分）についても電子ファイルで受領

して事業者台帳システムに読み込む機能を開発しているので、機能低下

をきたすことのないよう検討いただきたい。 

3 事業所台帳管理システムは、⑨で構築するシステムにデータを連携す

ることで効率的・効果的な共通基盤としてのシステムになります。⑨と

⑩がそれぞれで管理台帳を整備・構築、データ保有するシステムとなら

ないように整理していただきたい。また、障がい福祉施設管理台帳シス

テムとしてだけではなく、こども関係施設や高齢者福祉施設の管理台帳

システムとしての展開も見据えた共通化システムの構築に繋がること

を期待しています。 

4 毎月半ばに行われるエラーチェックで、国保連のシステムから抽出さ

れるデータは個人単位だが、県で確認する際は個人単位のデータは不要

で、事業所ごとにエラー内容がわかれば足りるため、事業所ごとにエラ

ー内容が表示される仕様を希望します。 

5 障害福祉サービス事業者等に係る電子申請・届出システム（審査機能

を含む）、事業所台帳管理システム、業務管理体制データ管理システムに

ついて一体的に共通化・整備を行い、統合的なシステムにより一元管理

を可能にしていただくようお願いいたします。また、サービス管理責任

者及び行政処分等による欠格事項の該当者を共通データベース化し、申
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請・届出時に事業者からの研修の修了証などの書類提出を最小限にする

とともに、不適切な配置が行われていないか指定権者がデータベースか

ら確認できる機能を付加していただければと思います。 

図８ 自治体からの意見 

 

(2) スケジュール 

以下の通り、2025年度(令和７年度)から 2026年度（令和 8年度）にかけて、

要件定義・調達を実施する。その後、2026年度（令和 8年度）第２四半期から

構築を開始し、2027 年度（令和 9 年度）第４四半期に運用開始を想定してい

る。 

 

                   図９ 本案件におけるスケジュール 

実現可能性調査 厚生労働省
実態調査・ヒアリング 厚生労働省
業務・システム方針案検討 厚生労働省
調達仕様書・要件定義書(案)の作成 厚生労働省
意見招請準備 厚生労働省
意見招請 厚生労働省
調達仕様書の修正・本調達準備 厚生労働省
本調達 厚生労働省
工程管理 厚生労働省
システム構築 厚生労働省
  要件確認 厚生労働省
  設計 厚生労働省
  開発・テスト 厚生労働省
新システム運用 厚生労働省

41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 31 2 3 4 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

取組内容の見出し 工程表
担当府省庁
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